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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２５年１０月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年６月２３日（土） １１時１５分ごろ 

発生場所 神奈川県三浦市和田
わ だ

長浜
な は ま

海岸付近 

 三浦市所在の諸磯埼
もろいそさき

灯台から真方位０１１°３,９２０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°１１.４′ 東経１３９°３６.９′） 

事故調査の経過  平成２４年６月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ ヨット （船名なし）、総トン数なし 

   なし、神奈川県 

   ３.４３ｍ×１.３２ｍ×０.３０ｍ、ＦＲＰ 

   機関なし、不詳 

Ｂ ミニボート 佐紀
さ き

丸、総トン数なし 

   なし、個人 

   全長３.０５ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関（船外機）、１.４７kＷ、不詳 

 乗組員等に関する情報 Ａ 操縦者Ａ 女性 ７５歳 

Ｂ 操縦者Ｂ 男性 ５２歳 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（操縦者Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船側外板に擦過傷 

 事故の経過  Ａ船は、操縦者Ａが１人で乗り、和田長浜海岸沖から同海岸の着艇

場所へ向首して向かい風２m/s～３m/s の中、帆走して微速で北北東

進した。 

操縦者Ａは、左舷船首方にＢ船を視認し、現在の針路で進めば問題

なく着艇できると考えていた。 

Ａ船は、操縦者Ａが右手でティラーを握り、着艇する準備として左

手でセンターボードを抜いていたところ、突然、船尾方から受けた大

波に乗って船速が増すとともに、左に回頭し、平成２４年６月２３日

１１時１５分ごろ、和田長浜海岸付近において、Ａ船の船首部とＢ船

の右舷船側部とが衝突した。 



 

- 2 - 

操縦者Ａは、海上が穏やかであり、船尾方から大波が来るとは思っ

てなく、また、センターボードが、抜きにくく、抜く作業に意識を集

中しており、船尾方を確認しておらず、大波に気付かなかった。 

Ｂ船は、操縦者Ｂが１人で乗り、操縦者Ｂが、船尾付近の座板に沖

を背にして腰を掛けてオールをこぎ、沖に船尾を向けて和田長浜海岸

付近を南西進していたところ、Ａ船と衝突した。 

操縦者Ｂは、沖に背を向けており、Ａ船に気付かなかった。 

操縦者Ｂは、Ｂ船がＡ船と衝突した際、Ａ船が体に当たり、救急車

で病院に搬送され、右第１１肋骨骨折並びに右第１０及び第１２肋骨

の不全骨折と診断された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東北東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期 

 その他の事項 

 

 Ａ船は、軽量であり、女性や初心者向きの 1 人乗り用のディンギー

であった。 

 Ａ船のセンターボードは、全長約０.９ｍであり、センターボード

を装着した場合の喫水（カタログ値）は、０.７５ｍであった。   

操縦者Ａは、セーリングクラブに所属し、本事故発生時、セーリン

グクラブの定期練習で乗船していた。 

操縦者Ａは、５年前からディンギーに乗り始め、年間１０回～２０

回ほど乗船しており、初級レベルの技量であった。 

操縦者Ａは、本事故発生時、船尾方から受けた大波に乗って船速が

上がったので、慌てていた。 

操縦者Ａは、本事故発生時、舵の向きを見ておらず、左舵を取った

記憶もなかった。 

操縦者Ａは、本事故を振り返り、左手でセンターボードを抜いてい

た際、意識しないうちにティラーを左舵に取っていたので、左に回頭

したのではないかと思った。 

 操縦者Ａ及び操縦者Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

 操縦者Ｂは、海岸から出航する際、沖で帆走しているディンギーを

見ていたが、海岸に向かって来るディンギーは見なかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ なし 

 Ａ船は、和田長浜海岸付近を着艇場所に向首して北北東進中、操縦

者Ａが、センターボードを抜いていたところ、船尾方から来た波に気

付かなかったことから、同波に乗り、船速が増すとともに、左に回頭

し、Ｂ船に接近して衝突したものと考えられる。 

 操縦者Ａは、海上が穏やかであり、船尾方から波が来るとは思って

おらず、また、センターボードが抜きにくく、抜く作業に意識を集中
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し、船尾方を確認していなかったことから、船尾方から来た波に気付

かなかったものと考えられる。 

 Ａ船は、本事故発生時、操縦者Ａが、左舵を取った可能性があると

考えられるが、左舵を取った記憶がないことから、その状況を明らか

にすることはできなかった。 

 Ｂ船は、船尾を沖に向けて和田長浜海岸付近を南西進中、操縦者Ｂ

が、沖を背にしてオールをこいでいたことから、沖側となる右舷船尾

方から接近したＡ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、和田長浜海岸付近において、Ａ船が着艇場所に向首して

北北東進中、Ｂ船が船尾を沖に向けてオールをこいで南西進中、操縦

者Ａが、センターボードを抜いていたところ、船尾方から来た波に気

付かなかったため、同波に乗り、船速が増すとともに、左に回頭し、

Ｂ船に接近して両船が衝突したことにより発生したものと考えられ

る。 

参考 操縦者Ａが所属するセーリングクラブは、本事故発生後、次のよう

な事故対策等を実施した。 

・初級者は、着艇時には熟認定者（技能習得者）を追尾し安全なコ

ースを取り着艇する。 

・初級者だけでの単独帆走は禁止する。（熟認定者操船艇が伴走す

る。） 

・初級者には繰り返し基礎教育を行う。（着艇まで①ラダーを離さ

ない・②周囲を注視するなど） 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・着艇しようとして航行中は、周囲の状況を確認するとともに、他

船と安全な距離を確保すること。 

 ・ミニボートをこいでいる際も見張りを怠らないこと。 

 


